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50 人規模の企業が今後の改正につい

て検討すべきこと 準備はお早めに 

 

◆厚生年金・健康保険の適用拡大 

短時間労働者の厚生年金・健康保険へ

加入要件の一つに、「従業員数 51 人以上

の企業に勤務していること」があります。

この企業規模要件が段階的に縮小され、

令和９年 10 月には「36 人以上」とな

り、令和 17 年 10 月には撤廃されます。 

コストシミュレーションや従業員への

説明など、早めの準備が必要です。 

◆ストレスチェックの義務化 

改正労働安全衛生法により、令和 10

年 5 月までに 50 人未満の事業場のスト

レスチェックが義務化されます。 

これらの事業場は産業医の選任義務が

ありませんが、厚生労働省の「小規模事

業場ストレスチェック制度実施マニュア

ル」には、「原則として…ストレスチェッ

クの実施を外部機関に委託することが推

奨されます」とあり、外部委託費用の試

算や実施体制の検討、外部実施機関（医

師・保健師、健診機関等）の選定や契約

が求められます。 

◆雇用保険の適用拡大 

 改正雇用保険法により、令和 10 年 10

月１日以降、雇用保険の被保険者要件の

うち、週所定労働時間が「20 時間以上」

から「10 時間以上」に拡大されます。

手続きや保険料負担に関するシミュレー

ション、雇用保険料の給与天引きに関す

る従業員説明などを準備しておきましょ

う。 

◆社内規程の整備等も必要 

これらの改正対応には、社内規程の整

備や体制の見直しも必要となります。企

業の選択により具体的にとるべき措置は

変わってきます。早めに取りかかること

が賢明です。 

【参考】 

社会保険の加入対象の拡大について 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunit

suite/bunya/0000147284_00021.html 

「小規模事業場ストレスチェック制度実

施マニュアル」 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_

69680.html 

令和６年雇用保険制度の改正内容につい

て（雇用保険法等の一部を改正する法律） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_

40264.html 

 

シフト制労働者の年休取得に関する

見直しが検討されています 

 

◆年休付与日数の計算方法 

 パート等シフト制労働者の年休付与日

数について、厚生労働省のリーフレット

では「所定労働日数、労働時間数に応じ

て年次有給休暇を取得することができま

す」とありますが、所定労働日数の判断

が難しく実務に支障をきたす等のケース

がありました。 

 そのため、政府の規制改革推進会議に

て、例えば、雇入れ日から６カ月経過後

の付与日数については、過去６カ月の労

働日数の実績を２倍したものを「１年間
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の所定労働日数」とみなして判断するこ

とを認めるといった見直しが検討されて

います。 

◆年休取得時の賃金の算定方法 

 年休取得時の賃金の算定方法について

も「平均賃金方式」「通常賃金支払方式」

などがあり、いずれを選択するかにより

計算式上賃金が大きく減額されることが

あるとして、明確化が求められていまし

た。 

 同会議の中間答申によれば、「時間によ

つて定められた賃金については、その金

額にその日の所定労働時間数を乗じた金

額」…が参照されることを、「都道府県労

働局への通達や厚生労働省ウェブサイト

等において明確化し、広く周知する」、ま

た「労働政策審議会において検討し、結

論を得次第、速やかに所要の措置を講ず

る」とされています。 

◆年休取得率の向上 

 さらに、労働者や使用者などからの意

見聴取の結果を踏まえ、「都道府県労働局

へ通達の発出や厚生労働省ウェブサイト

等による周知など、シフト制労働者が年

次有給休暇を適正かつ円滑に取得できる

よう必要な措置を講ずる」とされていま

す。 

 今後の動向をチェックしておきましょ

う。 

【参考】 

規制改革推進に関する答申等 

https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikak

u/kisei/publication/p_report.html 

いわゆる「シフト制」について 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpag

e_22954.html 

 

 

４ 月 か ら 協 会 け ん ぽ の

健康診断で変わること 

 

 令和８年４月から協会

けんぽの健康診断の内容が、次のとおり変

わることになりましたので、お知らせしま

す。 

◆人間ドック健診の補助新設 

35歳～74歳の被保険者は、人間ドック

健診に最高25,000円の補助が出ます。検

査項目は、生活習慣病予防健診に「血液の

詳しい検査」「眼圧検査」「医師による健診

結果の説明」などを加えた項目です。健診

の選択肢が広がることになります。 

◆若年層を生活習慣病予防健診の対象に 

生 活 習 慣 病 予 防 健 診 の 対 象 者 を 従 来 の

35歳～74歳から拡大して、20歳、25歳、

30歳の被保険者も対象とします。検査項

目は、生活習慣病予防健診から「胃・大腸

の検査」を省略（自己負担額2,500円（上

限）で受診可能）した項目です。若いうち

か ら 自 身 の 健 康 に 向 き 合 う 機 会 が 増 え る

ことになります。 

◆骨粗鬆症検診の新規導入 

40歳 ～ 74歳 の 偶 数 年 齢 の 女 性 被 保 険

者を対象として、問診および腰や腕、かか

となどで骨量（骨密度）を測定する検査が

補助対象に追加されます。自覚症状がない

骨 粗 鬆 症 を 早 期 に 発 見 す る こ と が で き る

ようになります。 

◆「節目健診」の導入 

従 来 の 35～ 74歳 の 被 保 険 者 を 対 象 と

し た 一 般 健 診 お よ び 付 加 健 診 の 検 査 項 目

を統合し、新たに「節目健診」を新設しま

す。対象は、40歳・45歳・50歳・55歳・

60歳・65歳・70歳の方です。 

◆被扶養者に対する健診の拡充 

令和９年度からは、被扶養者に対する健

診について、被保険者に対する人間ドック

や 生 活 習 慣 病 予 防 健 診 と 同 等 の 内 容 に 拡

充します。 

 こ れ を 機 に 職 場 に 周 知 さ れ て は い か が

でしょうか。 

【参考】 

新しい健診のお知らせ（全国健康保険協会） 

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/LP/2026

kenshin/ 

令和８年度からの健診体系見直しについて 

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/F

iles/iwate/20130830010/R7kenpo2025

1006.pdf 


